
「保育士・幼稚園教諭等処遇改善法案」（通称）について 

 

１．法案提出の趣旨 

 子どもが健やかに成長することができる社会を実現するために保育等従業者が重要な役割

を担っているにもかかわらず、賃金が全産業の平均と比較して 8.1 万円程度低い水準にある

ことから、私たちは、保育等従業者の賃金を引き上げるための法案を提出し（直近では平成

30 年６月提出）、その成立を求めてきた。 

 岸田政権は、私たちの法案を参考にし、昨年 11 月に閣議決定された経済対策において、保

育士・幼稚園教諭等や児童養護施設、学童保育等の職員を対象に収入を月額 9,000 円引き上

げる措置を本年２月から行うこととした。これは、処遇改善に向け一歩前進であり、その点

は評価するが、支給金額は不十分であると言わざるを得ない。 

 保育・幼児教育などの現場は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、感染対策が

難しい環境の中での感染対策の継続、クラスターの発生への対応など、非常に厳しい状況に置

かれている。ただでさえ人手不足の現場で働く職員の負担は大きく、十分な処遇改善を緊急に行

う必要がある。 

 そこで、政府の処遇改善に加えて、保育等従業者などに対し、月額１万円の処遇改善を行うた

め、本法案を提出する必要がある。 

 

２．法案の主な内容 

(1) 保育等従業者の賃金を改善するための措置を講ずる保育事業者等に対し、当該措置に要

する費用に充てるための助成金を支給する。 

(2) 公設公営の施設等については、職員である保育等従業者の給与を改善するための措置を

講ずる都道府県等に対し、国が財政上の措置を講ずる。 

 ※ いずれも１人当たり月額１万円の賃金引上げを想定 

 ※ 保育事業者等（保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、認可外保育施設等）

に勤務する職員だけでなく、児童養護施設・乳児院等や学童保育・放課後子供教室の職

員に対しても、１人当たり月額１万円賃金を引き上げるために必要な措置を講じる。 

 

【所要額】 

保育士・幼稚園教諭等の賃金を月額１万円引き上げるために必要な経費として、年間約

1,438 億円が見込まれる。（法案の経費文書には、このうち上記２(1)の助成金の支給に要する費

用約 960 億円を計上） 

 
人 数 

【( )内は上記２(1)の助成金対象】 

所要額 
【( )内は上記２(1)の助成金対象】 

保育所、幼稚園、認定こども園等 73万人（55万人） 878億円（664億円） 

地域型保育事業（家庭的保育事業等） ６万人（６万人） 68億円（ 67億円） 

上記以外の幼児教育無償化対象施設（認可外保育施設等） 21万人（19万人） 256億円（230億円） 

児童養護施設、乳児院等 ３万人      40億円       

学童保育、放課後子供教室 16万人      196億円       

合  計 120万人（80万人） 1,438億円（960億円） 

 



「保育士・幼稚園教諭等処遇改善法案」における処遇改善の対象者について 

 政府事業 前回法案 今回法案 

特定教育・保育施設 

・保育所 

・幼稚園 

・認定こども園 

※ 施設型給付費を受けているもの 

特定地域型保育事業者 

・家庭的保育事業 

・小規模保育事業 

・居宅訪問型保育事業 

・事業所内保育事業 

○ ○ ○ 

（３条） 

 公立保育所等 

※ 公設民営を含む。 

○ × ○ 

（６条） 

※ 公設民営は３条 

施設型給

付費を受

けていな

い施設等 

特例保育 

※ 特定教育・保育及び特定地

域型保育以外の保育 

○ × ○ 

（３条・６条） 

特

定

子

ど

も

・

子

育

て

支

援

提

供

者 

私立幼稚園（私学助成園） 
○ × ○ 

（３条・６条） 

 

 

 

 

 

 

 

※ 事業の実施主体である

都道府県等が民間委託を

行う場合は３条 

特別支援学校（幼稚部） 
× 

認可外保育施設 

預かり保育事業 

一時預かり事業 

病児保育事業 

子育て援助活動支援事業 

児童養護施設等 

・児童自立生活援助事業 

・小規模住居型児童養育事業 

・乳児院 

・母子生活支援施設 

・児童養護施設 

・児童心理治療施設 

・児童自立支援施設 

○ ○ 

 

※ 児童養護施設

のみ 12条の措

置の対象として

例示 

○ 

（13条（旧 12条）） 

※ 左記の各事業（施設）を

13 条の措置の対象として例

示 

放課後児童健全育成事業 

 

放課後子供教室（全児童対策） 

△ 

 

※ 放課後

児童健全

育成事業

のみ対象 

○ 

 

※ 放課後児童健

全育成事業のみ

12 条の措置の対

象として例示 

○ 

（13条（旧 12条）） 

※ 放課後児童健全育成事業

に加え、放課後子供教室

（全児童対策）を 13条の措

置の対象として例示に追加 

 



【通称】保育士・幼稚園教諭等処遇改善法案（概要）
（保育等従業者の人材確保のための処遇の改善等に関する特別措置法案）

一 目的

〇 子どもが健やかに成長できる社会を実現するために保育等従業者（保育
士等）が重要な役割を担っているにもかかわらずその賃金が他の業種と比
較して低い水準にある

〇 小学校就学前の子どもの教育及び保育に対する多様な需要への対応の重
要性が著しく増大している

保育等従業者の賃金をはじめとする処遇の改善のための特別の措置等を定
めることにより、優れた人材を確保し、もって子ども・子育て支援の水準の
向上に資する

二 保育等従業者処遇改善助成金の支給等

〇 保育等従業者の賃金を改善するための措置を講ずる保育事業者等に対
し、当該措置に要する費用に充てるための助成金を支給する

〇 公設公営の施設等については、職員である保育等従業者の給与を改善す
るための措置を講ずる都道府県等に対し、国が財政上の措置を講ずる

⇒上記いずれも一人当たり月額１万円の上昇を想定
※支給の要件・額等は政令で定める

三 保育等従業者の処遇の改善等に関するその他の施策

① 人件費比率その他の情報の取りまとめ及び公表

② 保育等従業者等の就業の継続・潜在保育士の再就職促進

③ 保育等従業者の業務に係る負担の軽減

④ 保育等従業者の資質の向上と専門的能力（病児・病後児保育等）を有する保
育等従業者の育成

⑤ 経験等の適正評価のための仕組みの構築等（キャリアカード制度等）

⑥ 国民の関心と理解の増進

五 施行期日等

〇 公布日から一月を経過した日から施行

〇 この法律は、優れた人材の確保に支障がなくなったときに廃止

四 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者の処遇の改善

上記のほか、児童養護施設の従業者等、放課後児童健全育成事業・放課後
子供教室運営事業に従事する者その他の社会的養護を含めた子ども・子育て
支援に関する事業に従事する者の処遇の改善のために必要な措置を講じる



１ 
 

保育等従業者の人材確保のための処遇の改善等に関する特別措置法案 要綱 

 

 第一 総則  

 一 目的  

   この法律は、一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会を実現す

るために保育等従業者が重要な役割を担っているにもかかわらずその賃金が他の

業種に属する事業に従事する者と比較して低い水準にあること、小学校就学前の

子どもの教育及び保育に対する多様な需要への対応の重要性が著しく増大してい

ること等に鑑み、保育等従業者の賃金をはじめとする処遇の改善のための特別の

措置等を定めることにより、優れた人材を確保し、もって子ども・子育て支援の水

準の向上に資することを目的とすること。 

（第１条関係） 

 

 二 定義  

  １ この法律において「保育事業者等」とは、次に掲げる者をいうこと。 

   ① 子ども・子育て支援法の特定教育・保育施設の設置者 

   ② 子ども・子育て支援法の特定地域型保育事業者 

   ③ 子ども・子育て支援法の特例保育を行う事業者 

   ④ 子ども・子育て支援法の特定子ども・子育て支援提供者 

   ⑤ ①～④のほか、小学校就学前の子どもの教育又は保育に関する事業を行う

者で政令で定めるもの 

  ２ この法律において「保育等従業者」とは、保育事業者等の従業者（政令で定め

る者を除く。）をいうこと。 

（第２条関係） 

 

 第二 保育等従業者の処遇の改善等  

 一 保育等従業者処遇改善助成金の支給  

  １ 保育等従業者処遇改善助成金の支給 

   ⑴ 都道府県知事は、保育等従業者の賃金を改善するための措置を講ずる保育

事業者等（都道府県、市町村（特別区を含む。）その他政令で定める者を除く。

⑶及び第四の一の１において同じ。）に対し、その申請に基づき、当該措置に

要する費用に充てるための助成金（以下第二の一において「保育等従業者処遇

改善助成金」という。）を支給すること。 

   ⑵ 保育等従業者処遇改善助成金の支給の要件、額、申請の方法その他保育等従

業者処遇改善助成金の支給に関し必要な事項は、政令で定めること。 

   ⑶ ⑵の政令を定めるに当たっては、一人一人の子どもが健やかに成長するこ

とができる社会を実現するために保育等従業者が重要な役割を担っているこ

と並びに小学校就学前の子どもの教育及び保育に対する多様な需要への対応



 

２ 
 

の重要性が著しく増大していることを踏まえるとともに、保育事業者等にお

ける保育等従業者の職責等に応じた処遇の体系、他の業種に属する事業に従

事する者の平均的な賃金水準等を勘案し、かつ、⑴の申請に係る保育事業者等

の負担に配慮するものとすること。 

（第３条関係） 

 

  ２ 不正利得の徴収 

   ⑴ 偽りその他不正の手段により保育等従業者処遇改善助成金の支給を受けた

者があるときは、都道府県知事は、国税徴収の例により、その者から、その支

給を受けた保育等従業者処遇改善助成金の額に相当する金額の全部又は一部

を徴収することができること。 

   ⑵ ⑴による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとするこ

と。 

（第４条関係） 

  ３ 交付金 

   ⑴ 国は、保育等従業者処遇改善助成金の支給に要する費用の全額に相当する

金額を都道府県に交付すること。 

   ⑵ 国は、毎年度、予算の範囲内で、保育等従業者処遇改善助成金に関する事務

の執行に要する費用に相当する金額を都道府県に交付すること。 

（第５条関係） 

 

 二 都道府県等の職員である保育等従業者の給与の改善のための措置  

   国は、保育事業者等である都道府県等であって、その職員である保育等従業者の

給与を改善するための措置（保育等従業者処遇改善助成金の支給の要件を勘案し

て政令で定める要件に該当するものに限る。）を講ずるものに対し、当該措置に要

する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講

ずるものとすること。 

（第６条関係） 

 

 三 保育等従業者の処遇の改善等に関するその他の施策  

  １ 人件費の割合その他の情報の取りまとめ及び公表 

    国及び地方公共団体は、保育等従業者になろうとする者がその就業先の選択

を適切に行うことができるよう、保育事業者等が設置し又は運営する施設又は

事業の状況に関する情報のうち、各年度における事業費の総額に占める保育等

従業者に係る人件費の総額の割合その他の保育等従業者の処遇に関する情報の

取りまとめ及びその結果の公表その他の必要な施策を講ずるものとすること。 

（第７条関係） 



 

３ 
 

  ２ 保育等従業者等の子どもの養育の状況等に応じた就業の継続等 

    国及び地方公共団体は、保育等従業者及び保育等従業者になろうとする者が

その子どもの養育の状況その他の事情に応じて保育等従業者として就業するこ

とができるよう、保育等従業者の就業の継続を図るための制度の充実、保育士資

格を有する者であって保育に関する業務に従事した後に離職したものの再就職

の促進のために必要な体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとすること。 

（第８条関係） 

  ３ 保育等従業者の業務に係る負担の軽減 

    国及び地方公共団体は、保育等従業者の業務に係る負担の軽減を図るため、行

政機関に対する申請に係る書類の作成その他の保育等従業者の業務に関する事

務に関し、情報通信技術の活用等による簡素化の促進その他の必要な施策を講

ずるものとすること。 

（第９条関係） 

 

  ４ 保育等従業者の資質の向上等 

    国及び地方公共団体は、保育等従業者の資質の向上及び特定の保育の分野に

係る専門的な能力を有する保育等従業者の育成を図るため、保育等従業者に対

する研修の機会の確保、保育等従業者がその業務を行うために必要な情報の提

供その他の必要な施策を講ずるものとすること。 

（第 10条関係） 

 

  ５ 保育等従業者としての経験等についての適正な評価のための仕組みの構築等 

    国及び地方公共団体は、保育等従業者が保育等従業者としての経験、知識、技

能等（５において「保育等従業者としての経験等」という。）にふさわしい評価

を受けることができるよう、保育等従業者としての経験等についての適正な評

価方法の確立、保育事業者等その他の関係者間における保育等従業者としての

経験等の評価に資する情報の共有を図るための仕組みの構築その他の必要な施

策を講ずるものとすること。 

（第 11条関係） 

 

  ６ 国民の関心と理解の増進 

    国及び地方公共団体は、小学校就学前の子どもの教育及び保育の重要性に対

する国民の関心と理解を深め、保育等従業者の業務に対する社会的評価の向上

を図るため、広報活動及び啓発活動の実施その他の必要な施策を講ずるものと

すること。 

（第 12条関係） 

 



 

４ 
 

 第三 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者の処遇の改善  

  １ 第二に定めるもののほか、国は、次に掲げる者その他の社会的養護を含めた子

ども・子育て支援に関する事業に従事する者の処遇の改善のために必要な措置

を講ずるものとすること。 

   ① 児童福祉法の児童自立生活援助事業及び小規模住居型児童養育事業に従事

する者並びに乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設及

び児童自立支援施設の従業者 

   ② 児童福祉法の放課後児童健全育成事業及び放課後子供教室運営事業（地域

住民等の参加を得て、放課後等に全ての児童を対象として学習活動、体験活動

等を行う事業をいう。）に従事する者 

  ２ 国は、１の措置については、政令で定めるところにより、他の法令の規定にか

かわらずその費用の全額を負担することができるものとすること。 

（第 13条関係） 

 第四 雑則  

 一 報告等  

  １ 都道府県知事は、第二の一の施行に必要な限度において、保育事業者等若しく

は保育事業者等であった者若しくは当該保育事業者等の従業者であった者（１

において「保育事業者等であった者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書

類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、保育事業者等若しくは当該保育事

業者等の従業者若しくは保育事業者等であった者等に対し出頭を求め、又は当

該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該保育事業者等の事業所若しく

は施設、事務所その他その業務に関係のある場所に立ち入り、その帳簿書類その

他の物件を検査させることができること。 

  ２ １による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示

す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければな

らないこと。 

  ３ １による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないこ

と。 

（第 14条関係） 

 二 事務の区分  

   第二の一の１の⑴及び２の⑴並びに第四の一の１により都道府県が処理するこ

ととされている事務は、地方自治法の第一号法定受託事務とすること。 

（第 15条関係） 

 三 厚生労働省令への委任  

   この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、厚生労働省

令で定めること。 

（第 16条関係） 



 

５ 
 

 第五 罰則  

  第四の一の１の報告をしなかったこと等に対して所要の罰則を設けること。 

（第 17条関係） 

 第六 施行期日等  

  １ この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行すること。 

  ２ この法律は、子ども・子育て支援に係る制度について見直しが行われ、保育等

従業者に関し、優れた人材の確保に支障がなくなったときは、廃止するものとす

ること。 

  ３ 関係法律について所要の改正を行うこと。 

（附則関係） 



  
 

一 

 
 

 

保
育
等
従
業
者
の
人
材
確
保
の
た
め
の
処
遇
の
改
善
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案 

目
次 

 

第
一
章 
総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
） 

 

第
二
章 

保
育
等
従
業
者
の
処
遇
の
改
善
等 

 
 

第
一
節 

保
育
等
従
業
者
処
遇
改
善
助
成
金
の
支
給
（
第
三
条
―
第
五
条
） 

 
 

第
二
節 

都
道
府
県
等
の
職
員
で
あ
る
保
育
等
従
業
者
の
給
与
の
改
善
の
た
め
の
措
置
（
第
六
条
） 

 
 

第
三
節 

保
育
等
従
業
者
の
処
遇
の
改
善
等
に
関
す
る
そ
の
他
の
施
策
（
第
七
条
―
第
十
二
条
） 

 

第
三
章 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に
関
す
る
事
業
に
従
事
す
る
者
の
処
遇
の
改
善
（
第
十
三
条
） 

 

第
四
章 

雑
則
（
第
十
四
条
―
第
十
六
条
） 

 

第
五
章 

罰
則
（
第
十
七
条
） 

 

附
則 

 
 

 

第
一
章 

総
則 

 

（
目
的
） 



 

  
 

二 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
一
人
一
人
の
子
ど
も
が
健
や
か
に
成
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
保
育
等
従
業

者
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
賃
金
が
他
の
業
種
に
属
す
る
事
業
に
従
事
す
る
者
と
比
較
し
て
低

い
水
準
に
あ
る
こ
と
、
小
学
校
就
学
前
の
子
ど
も
の
教
育
及
び
保
育
に
対
す
る
多
様
な
需
要
へ
の
対
応
の
重
要
性
が
著
し
く

増
大
し
て
い
る
こ
と
等
に
鑑
み
、
保
育
等
従
業
者
の
賃
金
を
は
じ
め
と
す
る
処
遇
の
改
善
の
た
め
の
特
別
の
措
置
等
を
定
め

る
こ
と
に
よ
り
、
優
れ
た
人
材
を
確
保
し
、
も
っ
て
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年

法
律
第
六
十
五
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
を
い
う
。
第
十
三
条
第
一
項
及
び
附
則
第
二
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
水
準
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
保
育
事
業
者
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。 

 

一 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
設
置
者 

 

二 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者 

 

三 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
三
十
条
第
一
項
第
四
号
の
特
例
保
育
を
行
う
事
業
者 

 

四 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
三
十
条
の
十
一
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
提
供
者 



  
 

三 

 
五 

前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
小
学
校
就
学
前
の
子
ど
も
の
教
育
又
は
保
育
に
関
す
る
事
業
を
行
う
者
で
政
令
で
定
め

る
も
の 

２ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
保
育
等
従
業
者
」
と
は
、
保
育
事
業
者
等
の
従
業
者
（
政
令
で
定
め
る
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。 

 
 

 

第
二
章 
保
育
等
従
業
者
の
処
遇
の
改
善
等 

 
 

 
 

第
一
節 

保
育
等
従
業
者
処
遇
改
善
助
成
金
の
支
給 

 

（
保
育
等
従
業
者
処
遇
改
善
助
成
金
の
支
給
） 

第
三
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
保
育
等
従
業
者
の
賃
金
を
改
善
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
保
育
事
業
者
等
（
都
道
府
県
、
市

町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
（
第
六
条
に
お
い
て
「
都
道
府
県
等
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
第
三

項
及
び
第
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
そ
の
申
請
に
基
づ
き
、
当
該
措
置
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め

の
助
成
金
（
以
下
「
保
育
等
従
業
者
処
遇
改
善
助
成
金
」
と
い
う
。
）
を
支
給
す
る
。 

２ 

保
育
等
従
業
者
処
遇
改
善
助
成
金
の
支
給
の
要
件
、
額
、
申
請
の
方
法
そ
の
他
保
育
等
従
業
者
処
遇
改
善
助
成
金
の
支
給

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

３ 

前
項
の
政
令
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
一
人
一
人
の
子
ど
も
が
健
や
か
に
成
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
を
実
現
す
る



 

  
 

四 

た
め
に
保
育
等
従
業
者
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
並
び
に
小
学
校
就
学
前
の
子
ど
も
の
教
育
及
び
保
育
に
対
す
る

多
様
な
需
要
へ
の
対
応
の
重
要
性
が
著
し
く
増
大
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
保
育
事
業
者
等
に
お
け
る
保
育

等
従
業
者
の
職
責
等
に
応
じ
た
処
遇
の
体
系
、
他
の
業
種
に
属
す
る
事
業
に
従
事
す
る
者
の
平
均
的
な
賃
金
水
準
等
を
勘
案

し
、
か
つ
、
第
一
項
の
申
請
に
係
る
保
育
事
業
者
等
の
負
担
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
不
正
利
得
の
徴
収
） 

第
四
条 

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
保
育
等
従
業
者
処
遇
改
善
助
成
金
の
支
給
を
受
け
た
者
が
あ
る
と
き
は
、
都
道
府

県
知
事
は
、
国
税
徴
収
の
例
に
よ
り
、
そ
の
者
か
ら
、
そ
の
支
給
を
受
け
た
保
育
等
従
業
者
処
遇
改
善
助
成
金
の
額
に
相
当

す
る
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
国
税
及
び
地
方
税
に
次
ぐ
も
の
と
す
る
。 

 

（
交
付
金
） 

第
五
条 

国
は
、
保
育
等
従
業
者
処
遇
改
善
助
成
金
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
全
額
に
相
当
す
る
金
額
を
都
道
府
県
に
交
付
す

る
。 

２ 

国
は
、
毎
年
度
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
保
育
等
従
業
者
処
遇
改
善
助
成
金
に
関
す
る
事
務
の
執
行
に
要
す
る
費
用
に
相
当



  
 

五 

す
る
金
額
を
都
道
府
県
に
交
付
す
る
。 

 
 

 
 

第
二
節 

都
道
府
県
等
の
職
員
で
あ
る
保
育
等
従
業
者
の
給
与
の
改
善
の
た
め
の
措
置 

第
六
条 
国
は
、
保
育
事
業
者
等
で
あ
る
都
道
府
県
等
で
あ
っ
て
、
そ
の
職
員
で
あ
る
保
育
等
従
業
者
の
給
与
を
改
善
す
る
た

め
の
措
置（
保
育
等
従
業
者
処
遇
改
善
助
成
金
の
支
給
の
要
件
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

を
講
ず
る
も
の
に
対
し
、
当
該
措
置
に
要
す
る
費
用
に
対
す
る
補
助
、
地
方
交
付
税
制
度
の
拡
充
そ
の
他
の
必
要
な
財
政
上

の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 
 

第
三
節 

保
育
等
従
業
者
の
処
遇
の
改
善
等
に
関
す
る
そ
の
他
の
施
策 

 

（
人
件
費
の
割
合
そ
の
他
の
情
報
の
取
り
ま
と
め
及
び
公
表
） 

第
七
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
保
育
等
従
業
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
が
そ
の
就
業
先
の
選
択
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で

き
る
よ
う
、
保
育
事
業
者
等
が
設
置
し
又
は
運
営
す
る
施
設
又
は
事
業
の
状
況
に
関
す
る
情
報
の
う
ち
、
各
年
度
に
お
け
る

事
業
費
の
総
額
に
占
め
る
保
育
等
従
業
者
に
係
る
人
件
費
の
総
額
の
割
合
そ
の
他
の
保
育
等
従
業
者
の
処
遇
に
関
す
る
情
報

の
取
り
ま
と
め
及
び
そ
の
結
果
の
公
表
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
保
育
等
従
業
者
等
の
子
ど
も
の
養
育
の
状
況
等
に
応
じ
た
就
業
の
継
続
等
） 



 

  
 

六 

第
八
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
保
育
等
従
業
者
及
び
保
育
等
従
業
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
が
そ
の
子
ど
も
の
養
育
の
状

況
そ
の
他
の
事
情
に
応
じ
て
保
育
等
従
業
者
と
し
て
就
業
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
保
育
等
従
業
者
の
就
業
の
継
続
を
図

る
た
め
の
制
度
の
充
実
、
保
育
士
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
保
育
に
関
す
る
業
務
に
従
事
し
た
後
に
離
職
し
た
も
の
の
再

就
職
の
促
進
の
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
保
育
等
従
業
者
の
業
務
に
係
る
負
担
の
軽
減
） 

第
九
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
保
育
等
従
業
者
の
業
務
に
係
る
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
行
政
機
関
に
対
す
る
申
請

に
係
る
書
類
の
作
成
そ
の
他
の
保
育
等
従
業
者
の
業
務
に
関
す
る
事
務
に
関
し
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
等
に
よ
る
簡
素
化

の
促
進
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
保
育
等
従
業
者
の
資
質
の
向
上
等
） 

第
十
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
保
育
等
従
業
者
の
資
質
の
向
上
及
び
特
定
の
保
育
の
分
野
に
係
る
専
門
的
な
能
力
を
有

す
る
保
育
等
従
業
者
の
育
成
を
図
る
た
め
、
保
育
等
従
業
者
に
対
す
る
研
修
の
機
会
の
確
保
、
保
育
等
従
業
者
が
そ
の
業
務

を
行
う
た
め
に
必
要
な
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
保
育
等
従
業
者
と
し
て
の
経
験
等
に
つ
い
て
の
適
正
な
評
価
の
た
め
の
仕
組
み
の
構
築
等
） 



  
 

七 

第
十
一
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
保
育
等
従
業
者
が
保
育
等
従
業
者
と
し
て
の
経
験
、
知
識
、
技
能
等
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
保
育
等
従
業
者
と
し
て
の
経
験
等
」
と
い
う
。
）
に
ふ
さ
わ
し
い
評
価
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
保
育

等
従
業
者
と
し
て
の
経
験
等
に
つ
い
て
の
適
正
な
評
価
方
法
の
確
立
、
保
育
事
業
者
等
そ
の
他
の
関
係
者
間
に
お
け
る
保
育

等
従
業
者
と
し
て
の
経
験
等
の
評
価
に
資
す
る
情
報
の
共
有
を
図
る
た
め
の
仕
組
み
の
構
築
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず

る
も
の
と
す
る
。 

 

（
国
民
の
関
心
と
理
解
の
増
進
） 

第
十
二
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
小
学
校
就
学
前
の
子
ど
も
の
教
育
及
び
保
育
の
重
要
性
に
対
す
る
国
民
の
関
心
と
理

解
を
深
め
、
保
育
等
従
業
者
の
業
務
に
対
す
る
社
会
的
評
価
の
向
上
を
図
る
た
め
、
広
報
活
動
及
び
啓
発
活
動
の
実
施
そ
の

他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

第
三
章 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に
関
す
る
事
業
に
従
事
す
る
者
の
処
遇
の
改
善 

第
十
三
条 

前
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
は
、
次
に
掲
げ
る
者
そ
の
他
の
社
会
的
養
護
を
含
め
た
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

に
関
す
る
事
業
に
従
事
す
る
者
の
処
遇
の
改
善
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
及



 

  
 

八 

び
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
に
従
事
す
る
者
並
び
に
同
法
第
三
十
七
条
に
規
定
す
る
乳
児

院
、
同
法
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
母
子
生
活
支
援
施
設
、
同
法
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
児
童
養
護
施
設
、
同
法
第
四

十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
児
童
心
理
治
療
施
設
及
び
同
法
第
四
十
四
条
に
規
定
す
る
児
童
自
立
支
援
施
設
の
従
業
者 

 

二 

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
及
び
放
課
後
子
供
教
室
運
営
事
業
（
地
域

住
民
等
の
参
加
を
得
て
、
放
課
後
等
に
全
て
の
児
童
を
対
象
と
し
て
学
習
活
動
、
体
験
活
動
等
を
行
う
事
業
を
い
う
。
）

に
従
事
す
る
者 

２ 

国
は
、
前
項
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
他
の
法
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
そ
の
費
用
の
全

額
を
負
担
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

第
四
章 

雑
則 

 

（
報
告
等
） 

第
十
四
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
第
二
章
第
一
節
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
保
育
事
業
者
等
若
し
く
は
保
育

事
業
者
等
で
あ
っ
た
者
若
し
く
は
当
該
保
育
事
業
者
等
の
従
業
者
で
あ
っ
た
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
保
育
事
業
者
等

で
あ
っ
た
者
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
報
告
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、
保
育



  
 

九 

事
業
者
等
若
し
く
は
当
該
保
育
事
業
者
等
の
従
業
者
若
し
く
は
保
育
事
業
者
等
で
あ
っ
た
者
等
に
対
し
出
頭
を
求
め
、
又
は

当
該
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
当
該
保
育
事
業
者
等
の
事
業
所
若
し
く
は
施
設
、
事
務
所
そ
の
他
そ

の
業
務
に
関
係
の
あ
る
場
所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
立
入
検
査
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯

し
、
か
つ
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
事
務
の
区
分
） 

第
十
五
条 

第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
及
び
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

事
務
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務

と
す
る
。 

 

（
厚
生
労
働
省
令
へ
の
委
任
） 

第
十
六
条 

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
実
施
の
た
め
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。 

 
 

 

第
五
章 

罰
則 



 

  
 

一
〇 

第
十
七
条 

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告

若
し
く
は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
、
答
弁
せ
ず
、

若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者
は
、
三
十
万

円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

２ 

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、

前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
、
同
項
の
刑
を
科
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
こ
の
法
律
の
廃
止
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に
係
る
制
度
に
つ
い
て
見
直
し
が
行
わ
れ
、
保
育
等
従
業
者
に
関
し
、
優
れ

た
人
材
の
確
保
に
支
障
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
） 



  
 

一
一 

第
三
条 

地
方
自
治
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
一
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

保
育
等
従
業
者
の
人
材
確
保
の
た
め
の
処
遇
の 

第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
及
び
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定 

 
 

 

改
善
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
四
年
法 

に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務 

 
 

 

律
第 

 
 

号
） 

 

（
地
方
財
政
法
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
条
第
三
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

三
十
三
の
二 

保
育
等
従
業
者
処
遇
改
善
助
成
金
の
支
給
に
要
す
る
経
費 

 

（
社
会
保
険
労
務
士
法
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

社
会
保
険
労
務
士
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
一
第
二
十
号
の
二
十
二
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

二
十
の
二
十
二
の
二 

保
育
等
従
業
者
の
人
材
確
保
の
た
め
の
処
遇
の
改
善
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
四
年
法
律



 

  
 

一
二 

第 
 
 

号
） 



  
 

一
三 

 
 

 
 
 

理 

由 

 

一
人
一
人
の
子
ど
も
が
健
や
か
に
成
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
保
育
等
従
業
者
が
重
要
な
役
割
を
担

っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
賃
金
が
他
の
業
種
に
属
す
る
事
業
に
従
事
す
る
者
と
比
較
し
て
低
い
水
準
に
あ
る
こ
と
、
小

学
校
就
学
前
の
子
ど
も
の
教
育
及
び
保
育
に
対
す
る
多
様
な
需
要
へ
の
対
応
の
重
要
性
が
著
し
く
増
大
し
て
い
る
こ
と
等
に
鑑

み
、
保
育
等
従
業
者
に
優
れ
た
人
材
を
確
保
し
、
も
っ
て
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
水
準
の
向
上
に
資
す
る
た
め
、
保
育
等
従

業
者
の
賃
金
を
は
じ
め
と
す
る
処
遇
の
改
善
の
た
め
の
特
別
の
措
置
等
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提

出
す
る
理
由
で
あ
る
。





  
 

一
五 

 
 

 

本
案
施
行
に
要
す
る
経
費 

 

本
案
施
行
に
要
す
る
経
費
と
し
て
は
、
平
年
度
約
九
百
六
十
億
円
の
見
込
み
で
あ
る
。 


